
津市行財政改革後期実施計画（平成２５年度）の取組結果
　本市における行財政改革の推進については、平成１９年度に策定した「津市行財政改革大綱」の理念を踏まえ、具体的な取組項目等を位置付け
る「津市行財政改革前期実施計画」、「津市行財政改革中期実施計画」及び「津市行財政改革後期実施計画」を策定し、具体的な取組を進めてき
ました。
　前期実施計画においては、市町村合併直後における一体感の醸成を図るため、合併による効果の創出を目指して、各所管が直面する事業を中心
に、その調整と経費の縮減等、１６５項目に係る取組を推進してきました。また、中期実施計画においては、津市総合計画に基づく新たなまちづ
くりの推進や住民本位の行政サービスの向上を目指して、行政運営コストの縮減による健全で持続可能な財政基盤の確立を図るため、行政運営の
根幹をなす職員数の適正化、財政の健全化等を重点項目と位置付け、８０項目に係る取組を推進してきました。
　後期実施計画においては、前期実施計画及び中期実施計画に基づく取組結果についての検証・分析を行い、特に課題がある取組や未処理となっ
ている事項について、取組を進めるとともに、新たなまちづくりに向けての重点施策推進の一方で、効率的かつ持続的な行政運営の実現や、住民
サービスの維持・向上を図るための財政基盤の確立及び職員の意識改革等を推進する中で、行財政改革大綱に基づく総括的な３年間として取組を
推進することとしています。
　そのような中、今回、後期実施計画の初年度である平成２５年度における各取組項目に係る取組状況の整理を行ったことから、その結果を報告
するものです。
　なお、この報告では、各項目の進捗状況を以下の３段階により表しています。

「◎」…目標年度が平成２５年度の取組項目であり、平成２５年度に目標を達成したもの
　　　　目標年度が平成２６年度又は２７年度の取組項目であり、当初の計画よりも前倒しで目標を達成したもの
「○」…目標年度が平成２６年度又は２７年度の取組項目であり、目標の達成に向け、順調に取組を行っているもの
「△」…目標年度が平成２５年度の取組項目であり、平成２５年度に目標が達成できなかったもの、あるいは取組方針を変更したもの
　　　　目標年度が平成２６年度又は２７年度の取組項目であり、取組方針を変更して取組を平成２５年度で終了するもの
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(1)　効率的な事務事業の在り方

整理
番号

取組項目名 取組概要 目標年度 点検 所管部課名

1 本庁舎の長寿命化

　本庁舎の長寿命化を図るた
め、庁舎機能に不具合・故障
等が生じる前の早めの修繕・
部品交換等による保全を行う
など、本庁舎の計画的な維持
管理を行います。

平成２７年度 ○
政策財務部
財産管理課

2
庁舎施設にかかる
電気使用量の縮減

　電気使用量の縮減を図るた
め、引き続き空調運転の徹底
管理や小まめな消灯等の節電
対策を行うとともに、照明設
備の高効率化等を行います。

平成２７年度 ○
政策財務部
財産管理課

3
災害対策本部組織
体制の見直し

　職員数２，５００人体制の
実現に伴う職員構成の変化に
応じた災害対策本部の組織体
制へ見直します。

平成２５年度 ◎
危機管理部
防災室

4
公文書の適正管理
の推進

　文書管理の一層の適正化を
図るため、文書の保存場所や
保存年限等について見直しま
す。

平成２７年度 ○
総務部
総務課

　維持管理すべき設備等の現状を把握し、
過去に施工してきた大規模修繕等を確認し
て、設備の耐用年数等を勘案しながら、本
庁舎における空調、エレベーター、給排水
設備等に係る維持管理に係る状況を把握
し、各設備の基礎資料の収集に努めまし
た。

取組結果

　文書のペーパーレス化を推進するため、
文書管理システム及びファイリングシステ
ムの研修・指導を行いました。
　また、旧市町村で保存されている文書
は、合併前の文書管理規程等による保存年
限を踏襲しており、保存年限のばらつきが
見られることから、保存年限の見直し及び
より詳細な文書保存年限表についての準備
を行いました。

　迅速で効率的かつ効果的な災害対応を図
るため、応急対応職員、重点配備職員につ
いては、可能な範囲で居住地等を考慮して
配置しました。
　また、避難所への職員配置については、
風水害時において開設する避難所を整理
し、３交代体制による運営体制を確保しま
した。
　さらに、応急対応職員等は兼務とし、所
属する各部の災害対応の応援に当たること
としました。

　文書保存場所の集約化、保存
年限の見直し、文書のペーパー
レス化の推進等、文書の適正管
理を行います。

　災害対応力の強化を図るた
め、災害対策本部の効率的な運
営を行うための組織体制を再構
築します。

　引き続き節電対策を行うとと
もに、庁舎の電気設備を高効率
の省エネ機器へ更新する等、年
間の電気使用量を４３５万kwh
（過去３年間の平均使用量）か
ら、４２０万kwh以下（今後３
年間の平均使用量）に縮減しま
す。

　維持管理計画を作成し、計画
的な維持管理を行います。

取組目標

　一志庁舎の改築、空調設備の温度管理の
徹底や本庁舎及び美里庁舎についてもＬＥ
Ｄ照明器具等への更新により、平成２５年
度の電気使用量は、３６８万ｋｗｈとなり
ました。
　今後も、さらに電力使用量の削減に努め
ていきます。
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整理
番号

取組項目名 取組概要 目標年度 点検 所管部課名

5 組織機構の見直し

　地方分権や行政課題等への
対応を図るとともに、職員数
２，５００人体制の実現によ
る職員構成の変化に対応する
組織機構に見直します。

平成２５年度
～

平成２７年度
○

総務部
行政経営課

6
総合支所（出張
所）機能の見直し

　総合支所及び出張所につい
ては、職員構成の変化に対応
する組織機構の見直しの中
で、住民サービスの提供体制
の確立に向け、必要な規模や
機能の配置等を見直します。

平成２５年度
～

平成２７年度
○

総務部
行政経営課

　地域に真に必要な住民サービ
スの提供ができるよう、総合支
所及び出張所の機能を見直しま
す。

　行政課題等に対応した組織機
構に見直します。

取組目標

　道路や地域の公共施設等の簡易な維持・
補修等、住民生活に密着した地域要望等へ
の即答・即応を図るため、平成２５年４月
に、地域インフラ維持・補修事業を創設
し、工事の発注権限と財源を各総合支所長
に付与するとともに、各総合支所に技能員
の増員を行いました。当該制度により、平
成２５年度においては、計３，５７０件
（維持修繕を含む。）の事業を実施し、地
域要望への迅速な対応を図りました。
　また、出張所については、各出張所が地
域における役割を的確に果たしていけるよ
う、地域特性等に十分に配慮しながら、運
営方法の見直し等に向けた検討を進めてい
くこととしました。

　職員数２，５００人体制の下、津市総合
計画後期基本計画の着実な推進や簡素で効
率的な行政運営の実現による市民サービス
の維持・向上等を図るため、次の基本的な
考え方に基づき組織機構の見直しを行いま
した。（平成２６年４月１日施行）
⑴　子ども・子育て支援新制度への的確な
対応を図るための推進体制の整備（子育て
推進課の新設等）
⑵　教育委員会事務局に係る諸課題等への
対応力の向上を図るための推進体制の整備
（教育総務課経理担当の経理・指導担当へ
の改編、教育総務課給食担当の新設等）
⑶　不特定多数の者が利用する大規模建築
物等に係る耐震化の促進への的確な対応を
図るための推進体制の整備（建築指導課建
築安全担当の建築安全・耐震担当への改
編）

取組結果
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整理
番号

取組項目名 取組概要 目標年度 点検 所管部課名

7
コンプライアンス
の強化

　行政活動の信頼性の確保を
図るため、業務の刷新、見え
る化を推進することにより、
職場環境を整備し、コンプラ
イアンスの体制強化を行いま
す。

平成２５年度
～

平成２７年度
○

総務部
行政経営課

8
事務事業評価の充
実

　事務事業評価による実効性
の充実を図るため、本市が実
施している事務事業につい
て、住民目線等広い観点か
ら、その必要性、有効性等を
評価検証した上で、見直し、
廃止、縮小、統合等を行いま
す。

平成２５年度
～

平成２７年度
○

総務部
行政経営課

9
業務改善等提案制
度の充実

　市政の効率的な運営を行う
ため、職員一人一人が所属を
超えた広い視野で業務に係る
改善案等を提案し、それら改
善案等を職場で実践できるよ
う、より活用しやすい制度に
充実します。

平成２５年度
～

平成２７年度
○

総務部
行政経営課

　事業の見直しや事務の効率化
につながるよう、より活用しや
すい業務改善提案制度に充実
し、過去２年間の提案実績２８
件を１００件以上にします。

　評価に関し、外部評価等の導
入も検討し、必要に応じて、事
業の見直し、廃止、縮小、統合
等を行います。
　また、評価結果についてもわ
かりやすく公表します。

　業務の刷新、見える化を推進
することにより、職場環境を整
備し、コンプライアンスの体制
強化を行います。

取組目標

　業務改善等提案制度の一層の充実を図る
ため、当該制度の趣旨や目的等について、
改めて各課へ通知を行うとともに、庁内グ
ループウェアを活用しての周知等、職員間
への浸透に取り組みました。
　平成２５年度における提案件数は１４件
となり、提案件数は尐ないものの、その内
容は、日常業務の中で職員自身が感じる身
近な疑問や思い等、改善が必要と思われる
内容が増加してきており、制度の一定の浸
透が図れました。今後においても、提案件
数の目標達成に向け、より提案しやすい環
境づくりや提案に基づく着実な事務の改善
につなげるよう取り組みます。

　事務事業評価の充実を図るには、当該制
度を効果的に活用するための職員の一層の
意識やスキルの向上が重要となるため、企
画員、地域企画員をはじめとした担当主幹
級の職員等を対象に、具体的な事務を題材
として、効果的な成果指標の設定を考える
等、より実践的な内容により、行政評価セ
ミナーを実施しました。
　また、平成２４年度から実施している評
価結果の公表について、継続して取り組み
ました。

　基幹情報システム等最適化の推進におい
て、関係所管課によるワーキンググループ
を設置し、各種業務システムを使用する業
務を中心に、機能情報関連図の作成による
事務や情報の流れの明確化を図る等、事務
の見える化を進めました。
　また、新規採用職員、採用後２年目職員
を対象に、服務規律や公務員倫理等をテー
マとした研修を実施し、コンプライアンス
意識の一層の醸成に取り組みました。

取組結果
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整理
番号

取組項目名 取組概要 目標年度 点検 所管部課名

10
業務の刷新、見え
る化の推進

　組織全体を通じた業務・シ
ステムの最適化に向け、業務
の刷新、見える化を推進し、
全体最適の視点での改革を行
います。

平成２５年度
～

平成２７年度
○

総務部
行政経営課
情報企画課

11
地域情報センター
の在り方の見直し

　地域情報センターについ
て、当該センターの果たすべ
き役割等を検証し、在り方を
見直します。

平成２７年度 ○
総務部
情報企画課

12
斎場の施設維持管
理経費の縮減

　津斎場、久居斎場、香良洲
斎場の市営３斎場を新斎場の
供用開始後に廃止します。
　美杉地域の６火葬場につい
ては、地元自治会と協議を行
い、必要最低限へ整理統合し
ます。

平成２７年度 ○
市民部
市民課

13
団体事務局事務の
見直し

　スポーツ尐年団等の団体事
務については、自主的な運営
について協議を進め、団体の
自立を促進します。

平成２７年度 ○
スポーツ文化振興部
スポーツ振興課

取組結果

　NPO法人に移行し、自主運営となった津
市スポーツ協会（旧・津市体育協会）の運
営状況等を踏まえつつ、他団体における自
主的な運営の可能性について協議を進めま
した。

　平成２７年１月２日から新斎場が業務開
始となることから、現在の津斎場、久居斎
場、香良洲斎場の３斎場は平成２６年１２
月末を持って廃止します。
　美杉地域の６火葬場については、平成２
４年度に決定した２箇所への整理統合方針
に沿って、地元調整を行い、４火葬場の廃
止に向けた手続を進めました。

　地域情報センターの在り方について、関
係部局との協議・調整を行い、利用者数の
減尐等を踏まえ、当該センターを平成２６
年６月末で閉館することとしました。
  今後の地域情報化については、地域公民
館にタブレット型端末を配置し、当該端末
を使用した操作説明会の開催などにより、
市民の情報リテラシーの向上に努めます。

　業務の効率化・合理化、システムの利便
性・安全性の維持・向上及びコストの抑
制・削減を図るため、基幹情報システム等
最適化において、機能情報関連図の作成等
による業務実態の把握を行いました。
　また、平成２８年度に予定する基幹情報
システムの再構築に向けて、システム利用
部署を対象に、津市基幹情報システム現状
調査等業務受注業者により、平成２４年度
に作成した業務説明表及び機能分析表に係
る指導・助言を行いました。
　今後においても、業務の現況に応じた効
率的かつ効果的なシステム構築に向け、関
係各課等の連携のもと、基幹情報システム
等の最適化を着実に進めます。

　スポーツ尐年団等の団体事務
を自主運営とします。

　市営３斎場の廃止と美杉地域
６火葬場の整理統合を行いま
す。

　地域情報センターの果たすべ
き役割等を検証し、廃止等を含
め、当該センターの在り方を見
直します。

　事務の刷新、見える化によ
り、業務の簡素化、効率化等を
目指すとともに、業務量や各種
事務の業務実態に応じた情報シ
ステムの構築を行います。

取組目標
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整理
番号

取組項目名 取組概要 目標年度 点検 所管部課名

14
ホールの適正な管
理運営

　文化ホールの適切かつ効率
的な管理運営を行うため、施
設や利用状況等の現状を把握
した上で、利用実態や規模等
に応じて整理し、事務処理の
一元化等を行います。

平成２５年度 ◎
スポーツ文化振興部
文化振興課

15
文化振興事業の効
果的な実施

　文化振興事業（ホール事
業）については、専門家等に
よる検討を行い、効率的かつ
効果的な実施方法等に見直し
ます。

平成２６年度 ○
スポーツ文化振興部
文化振興課

16
廃棄物処理施設の
効率的な運営

　ごみの発生量を全市的な観
点から考慮し、廃棄物処理施
設の在り方や効率的な運営方
法について見直します。

平成２７年度 ◎
環境部
環境施設課

17
生活排水処理アク
ションプログラム
の推進

　生活排水処理アクションプ
ログラムの見直しに伴い、新
たな整備手法の導入及び推進
体制について検討し、生活排
水処理施設の整備を行いま
す。

平成２７年度 ○
下水道部
下水道政策課

　効率的な処理施設運営を行うため、老朽
化していた河芸美化センターを平成２６年
３月末に廃止しました。
　併せて西部クリーンセンター、クリーン
センターおおたかの処理区域を見直し、一
層効率的な処理体系を確立しました。

　民間ノウハウを活用した企画運営手法の
導入に向けて、効率的かつ効果的な施設管
理と企画運営手法の在り方を検討するた
め、文化ホール等管理・企画運営手法調査
を実施しました。

　劇場法への対応を図るため、平成２５年
４月に、文化振興課に施設担当を新設する
とともに、サンヒルズ安濃、白山総合文化
センターにおける舞台設備管理操作業務委
託について、両施設の仕様書を調整し統一
した発注委託とすることにより、委託料の
軽減を図りました。

取組結果

　住民ニーズを見据え、総合的
な調整の下で文化振興事業（ホ
-ル事業）の実施方法その他企
画運営の手法について見直しま
す。

　行政組織を見直し、専門の担
当を設置することにより、効率
的な事務処理を行います。

取組目標

　ごみの発生量や処理業務を踏
まえた施設の長期的な在り方を
検討し、より効率的な運営方法
に見直します。

　生活排水処理施設について、
新たな整備手法を導入し、それ
に合わせた推進体制にします。

　生活排水処理アクションプログラムの見
直しに伴い、公共下水道計画区域外となっ
た地域に係る浄化槽の整備手法について、
市が浄化槽を新設して維持管理を行うもの
及び既設の浄化槽の帰属を受けて維持管理
を行うものを併せた「市営浄化槽事業」の
導入について、事業概要を整理しました。
　また、生活排水対策業務の一元化を図る
ため、平成２５年４月に下水道政策課に生
活排水推進担当を新設しました。
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整理
番号

取組項目名 取組概要 目標年度 点検 所管部課名

18

幼保一体化の検討
を含めた公立保育
所、公立幼稚園の
在り方の見直し

　保育所に係る入所児童の増
加や多様な保育ニーズへの対
応、幼稚園に係る小規模園の
在り方や就園率向上への取組
等、就学前児童に係る保育・
教育の一層の充実とより効率
的な施設運営等を図るため、
国の制度改革を踏まえつつ、
保育所、幼稚園の一体的な整
備を行います。

平成２７年度 ○

健康福祉部
子育て推進課

教育委員会事務局
学校教育課

19

子育ち・子育て支
援の充実に向けた
地域等との協働の
推進

　子育ち・子育て支援の実施
については、行政施策だけで
なく、民間、NPO等の地域活
動によるところが大きいた
め、各種活動の連携促進等、
地域との協働を推進し、地域
全体での支援力を強化しま
す。

平成２６年度 ○
健康福祉部
こども支援課

20
福祉医療費助成に
係る事務委託の推
進

　福祉医療費受給者の拡大等
による事務量の増大に的確に
対応し、効率的な事務の執行
を図るため、当該助成業務に
係る一部の事務について、三
重県国民健康保険連合会への
事務委託を行います。

平成２６年度 ○
健康福祉部
保険医療助成課

　医療機関から提出される領収
証明書のデータ化及び資格確認
作業、高額療養費等の計算作業
等、助成金の基礎データの作成
を三重県国民健康保険連合会へ
委託します。

　「子育ち・子育て支援会
議」、「子どもの権利条例づく
り」、「子育て広場支援者交流
会」、「養育支援訪問事業」等
の事業を通じて、事業趣旨に応
じた地域等との協働方法を構築
します。

　新たな幼保一体化施設の整備
に取り組みます。
　なお、休園等になった幼稚園
の空き教室の活用を進めます。

取組目標

　平成２６年４月からの事務委託の実施に
向け、医療機関との調整、周知を図るとと
もに、システム改修を実施するなど、事務
委託の円滑な導入に向けた準備を進めまし
た。

　子どもの権利条例づくり推進市民委員会
では、子ども主体のまちづくりを目指し、
市民、NPO、行政が協働して取り組みまし
た。
　また、子育て広場支援者交流会では、子
育て広場等の実施団体が交流、研修会を行
い、情報共有を行いました。
　養育支援訪問事業では、NPOが家庭を訪
問し、家庭内の環境改善などを図るための
支援を行いました。

　幼稚園については、平成２５年度末に、
大井幼稚園を休園とするとともに、櫛形幼
稚園の平成２７年度からの児童発達支援セ
ンターとしての活用に向け、調整を進めま
した。
　保育所については、入所児童が減尐して
いる太郎生保育園を平成２５年度末をもっ
て休園としました。
　また、年度途中の待機児童に対応するた
め、保育士の確保に努め、入所児童が約６
０名増加しました。
　幼保一体化施設の整備への取組について
は、子ども･子育て支援事業計画の策定に
向け、アンケート調査を実施し、就学前児
童に係る教育・保育等に関する市民ニーズ
の把握・分析に取り組みました。

取組結果
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整理
番号

取組項目名 取組概要 目標年度 点検 所管部課名

21
建設部に係る事務
事業、業務執行体
制の見直し

　生活基盤整備の苦情、要望
等への迅速かつ効率的な対応
を図るため、建設部に係る業
務執行体制及び本庁と総合支
所との役割分担等を見直しま
す。

平成２５年度
～

平成２７年度
○

建設部
建設政策課
津北工事事務所
津南工事事務所

22

下水道事業特別会
計の地方公営企業
法適用会計への移
行

　長期的に安定した事業運営
を実施するための経営の健全
化や計画性・透明性の向上を
図るため、地方公営企業法適
用会計への移行に向けた会計
システムの構築等を行いま
す。

平成２７年度 ○
下水道部
下水道政策課

23
水道局組織の見直
し

　浄水場の包括業務委託や窓
口、検針、開閉栓業務等の民
間委託の実施等を踏まえ、住
民ニーズへの的確な対応や管
理経費の縮減等の観点から、
組織機構を見直します。

平成２７年度 ○
水道局
水道総務課

24 監察制度の充実

　業務の進行管理だけでな
く、消防業務全般を効率的に
進めていくため、ＰＤＣＡサ
イクルの強化等により監察制
度を充実します。

平成２７年度 ○
消防本部
消防総務課

取組結果

　安全管理体制の強化（飲酒運転防止への
対応、危険排除、危険予知訓練の実施
等）、消防職員の教育訓練の実施（各種研
修への参加状況、ＯＪＴの実施状況等）、
その他職員の意欲の向上、消防施設等の整
備等の観点から中、北、久居及び白山の各
消防署において定期監察を実施しました。

　浄水場に係る包括業務委託の状況と平成
２５年度の組織の一部見直し（営業課及び
工務課）の状況等を勘案しながら、望まし
い組織の在り方について検討を進めまし
た。

　過去に取得した固定資産の調査を行うと
ともに、取得した固定資産に係る減価償却
費の試算及び地方公営企業法適用後の経営
状況、繰出金の推移を検討するための財政
シミュレーションを行いました。
　また、水道局が使用する企業会計システ
ムを基本として下水道事業用の企業会計シ
ステムの構築を行うなど地方公営企業法の
適用に向けた取組を進めました。

　道路の新設、改良などのインフラ整備事
業については、事業実施に当たり、地域の
要望等を踏まえ、地域住民や関係部局等と
調整を行いながら事業を推進しました。
　また、市民生活に密着した道路等の地域
インフラ維持・補修事業の実施について
も、関係部局との連絡調整、情報共有等を
行うとともに、各総合支所に２名の人員を
配置し、再任用職員の活用を図るなど、地
域の要望に即答・即応できる体制を整えま
した。

　消防業務の効率化を図るた
め、ＰＤＣＡサイクルの強化等
により監察制度を充実します。

　水道事業所の在り方等を含
め、組織機構等を見直します。

　下水道事業特別会計を地方公
営企業法適用会計に移行しま
す。

　建設部に係る業務執行体制や
本庁と総合支所との役割分担等
を見直し、地域要望に即応、即
答できる業務推進を図ります。

取組目標
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整理
番号

取組項目名 取組概要 目標年度 点検 所管部課名

25 高度救助隊の創設

　南海トラフの巨大地震等の
大規模災害に備えるため、高
度救助隊を創設し、救助体制
を強化します。

平成２５年度 ◎
消防本部
警防室

26 救急隊の２隊運用

　増加する救急事案に対処す
るため、救急出動件数の多い
消防署において救急隊を２隊
運用します。

平成２５年度 △
消防本部
救急課

27 学校規模の適正化

　地域の実情等を考慮しつ
つ、学力の向上や集団内での
切磋琢磨による心身の成長に
向けて、適正な規模による教
育環境の整備を行います。

平成２７年度 ○
教育委員会事務局
学校教育課

28
給食提供の在り方
について

　給食施設の老朽化への対応
として、学校給食衛生管理基
準への適合及び既存施設の有
効活用を踏まえ、給食セン
ターの余剰能力や校舎の大規
模改造事業等を活用し、効率
的な整備を行います。

平成２７年度 ○
教育委員会事務局
教育総務課

29
閉校した学校の跡
地利用

　閉校した学校の跡地につい
ては、地域住民の方々の要望
も伺いながら、活用方法の検
討を進め、有効活用を行いま
す。

平成２７年度 ○
教育委員会事務局
学校教育課

　一志地域については、平成２６年４月に
４小学校を２校に再編することとしまし
た。
　美里地域については、平成２８年４月を
目途に、３小学校を１校に再編し、美里中
学校を活用した施設一体型小中一貫校を開
校する方向で保護者、地域住民等関係者に
説明を行いました。

　重複救急に対応するため、平成２５年４
月１日から中消防署において救急車の２隊
運用を開始し、重複救急事案に対するレス
ポンスタイム短縮の有効性を確認しまし
た。
　しかし、予備車での運用であること、消
防隊からの乗り換えによる隊員であること
から、効果的な運用には至っていない状況
であり、今後、運用方法についてさらに検
討を進めていきます。

　平成２４年度に救助工作車Ⅲ型、高度救
助資機材を導入し、隊員教育の推進を図
り、平成２５年４月１日に高度救助隊を発
足、高度救助資機材の運用を開始しまし
た。
　また、救助隊員の選考、育成等に関する
要綱を施行し、同要綱に基づく研修を実施
し、平成２５年度、新たに高度救助隊員候
補者６人を育成し、合計２９人となりまし
た。

取組結果

　太郎生・安西・雲林院小学校の跡地の利
活用について、部局内における利用希望調
査を行うとともに、管轄している教育事務
所や各総合支所と今後の対応について、協
議を進めました。

　東橋内中学校の給食施設を整備し、中央
学校給食センターから同校への給食の配送
を開始しました。
　また、白塚小学校及び神戸小学校の大規
模改造事業に併せ、給食施設の整備が行え
るよう、準備を進めました。

取組目標

　閉校した太郎生・安西・雲林
院小学校の活用方法を定めま
す。

　既存施設の有効活用を図ると
ともに校舎の大規模改造事業等
と整合を取り、３校の給食施設
の整備を行います。

　一志地域において、４小学校
を２校に再編します。
　また、中学校区においては、
望ましい教育環境の整備を行い
ます。

　救急出動件数の多い消防署に
おいては、救急隊を２隊運用
し、職員をより効果的に活用し
ます。

　高度救助隊を創設し、高度救
助隊員１０人以上を養成しま
す。
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整理
番号

取組項目名 取組概要 目標年度 点検 所管部課名

30
教育集会所の在り
方について

　市内２０ヶ所の教育集会所
について、施設の適正な配置
を図るため、利用実態や事業
等を踏まえた上で、施設の設
置形態について見直します。

平成２７年度 ○
教育委員会事務局
人権教育課

31
適正で効率的な選
挙管理事務の推進

　適正で効率的な選挙管理事
務の推進、期日前投票に係る
有権者の一層の利便性の向上
等に向け、投票区や期日前投
票の在り方等を検討します。

平成２７年度 ○
選挙管理委員会事務
局

32
効率的な投・開票
事務の推進

　投票事務に係る人材派遣の
在り方、開票事務に係る職員
体制の見直し等を検討し、
投・開票事務の効率化を行い
ます。

平成２７年度 ○
選挙管理委員会事務
局

(2)　民間の活用の在り方

整理
番号

取組項目名 取組概要 目標年度 点検 所管部課名

33
外郭団体への関与
の在り方の見直し

　各団体の経営分析や必要性
の検証等を踏まえ、本市の施
策に照らし合わせた統一的な
視点に立ち、公益性、存在意
義等について検討し、各団体
への関与について見直しま
す。

平成２５年度
～

平成２７年度
○

総務部
行政経営課

　平成２５年度の参議院議員選挙から入場
券の裏面に宣誓書を印刷し、期日前投票所
の受付体制を見直し（事務従事者の減）ま
した。
　また、平成２５年度の津市議会議員選挙
においては、高性能の読取分類機を導入
し、開票事務の効率化に努めました。

　平成２５年度の参議院議員選挙から、選
挙人の住所に関わらず、全ての期日前投票
所で投票ができるよう運営方法を見直しま
した。
　また、投票区の在り方については、有権
者の一層の利便性の向上に向け、引き続き
検討を行いました。

　平成２６年度中の一部の教育集会所の廃
止等に向けて、調査、準備を進めました。

取組結果

取組結果

　各団体の財務諸表等に基づく経営状況確
認シートの作成、三重県による外郭団体現
況調査等の活用等により、各団体所管課に
おいて、各団体の経営状況の的確な把握に
努めました。
　併せて、団体の今後の方向性等の把握・
検討を行うため、一部の外郭団体所管課を
対象に、聞き取り調査を実施しました。
　また、財務分析研修を実施し、財務諸表
の見方や効果的な活用等、職員の財務分析
能力の向上に取り組みました。

　本市の関与の度合いについて
明確にし、必要に応じて、団体
の廃止及び統合並びに補助金等
の見直しを行います。

取組目標

　投票事務に係る人材派遣の拡
大等を検討するとともに、開票
事務に係るシステムや職員体制
の見直し等により、投・開票事
務の効率化を行います。

　投票区の在り方に係る検討を
行うとともに、期日前投票に係
る運営方法等を見直します。

　２ヶ所の教育集会所につい
て、施設の継続や廃止等、設置
形態を見直します。

取組目標
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整理
番号

取組項目名 取組概要 目標年度 点検 所管部課名

34
指定管理者制度の
運用の在り方の見
直し

　指定管理者制度を導入して
いる全ての施設において、
サービスの提供状況、指定管
理業務の実施状況等を検証
し、制度の趣旨に沿った運用
を行います。

平成２５年度
～

平成２７年度
○

総務部
行政経営課

35
新斎場の効率的な
運営

　新斎場の整備についてはＰ
ＦＩ手法により、民間の経営
能力や技術的能力を活用しま
す。

平成２５年度
～

平成２７年度
○

市民部
新斎場建設推進室

36

体育館、野球場及
びグラウンド等ス
ポーツ施設への指
定管理者制度の導
入

　体育館、野球場及びグラウ
ンド等スポーツ施設におい
て、民間活力の導入による住
民サービスの向上及び経費削
減を図るため、施設に指定管
理者制度を導入します。

平成２６年度 ○
スポーツ文化振興部
スポーツ振興課

37
文化ホールへの指
定管理者制度の導
入

　劇場、音楽堂等の活性化に
関する法律の趣旨を踏まえつ
つ、文化ホールの管理運営に
ついて、民間活力の導入によ
る一元化と民間の企画力やノ
ウハウを活かすため、文化
ホールに指定管理者制度を導
入します。

平成２７年度 ○
スポーツ文化振興部
文化振興課

取組目標 取組結果

　文化ホールへの指定管理者制度の導入に
向けて、効率的かつ効果的な施設管理と企
画運営手法の在り方を検討するため、文化
ホール等管理・企画運営手法調査を実施し
ました。

　民間活力の導入による住民サービスの向
上及び経費削減を図るため、津地域の津市
体育館ほか１１スポーツ施設における指定
管理者制度の導入に向け、各種の取組、調
整などを進めました。（平成２６年４月１
日、指定管理者制度を導入）

　平成２５年３月２８日にＰＦＩ事業契約
を締結し、同年４月から施設の設計を実
施、同年７月から既存施設（環境事業課事
務所）の解体、同年９月以降、土木、建築
工事に着手しており、平成２７年１月の供
用開始に向け整備スケジュールに沿って事
業を推進しました。

　指定管理者制度の効果的な運用を図るた
め、当該制度を導入する全ての施設を対象
に、各施設所管課において、指定管理者に
対するモニタリング、年度総合評価を実施
し、施設設置者として、管理状況や財務状
況、事業の実施内容等の的確な把握を行う
とともに、指定管理者に対して、必要に応
じた指導・助言等を行いました。
　今後においては、施設や地域の特性を踏
まえた指定管理候補者選定要件の見直し、
選定結果の公表等、より実効性と透明性の
高い制度運用を図るよう取り組んでいきま
す。

　本市の主体的かつ総合的な運
営方針の下で、文化ホールにつ
いて、指定管理者制度を導入し
ます。

　スポーツ施設について、段階
的に指定管理者制度を導入しま
す。

　ＰＦＩ手法による総事業コス
トの縮減及び公共サービスの一
層の向上を図ります。

　指定管理者制度の導入施設の
管理状況等を把握・検証し、幅
広い民間手法の活用等、制度の
趣旨に沿った効果的な運用とな
るよう見直します。
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整理
番号

取組項目名 取組概要 目標年度 点検 所管部課名

38
健康福祉部におけ
る窓口業務委託の
推進

　福祉部門に係る一層の効率
的な業務執行を図るため、定
型的な受付業務等、窓口業務
の一部について、民間活力の
導入に向けた取組を行いま
す。

平成２７年度 ○
健康福祉部
福祉政策課 等

39
久居都市開発株式
会社への関与の在
り方の検討

　久居都市開発株式会社につ
いては、公益性、存在意義等
を踏まえつつ、会社の清算も
視野に入れ抜本的経営改革を
求めます。

平成２５年度 ◎
都市計画部
都市政策課

40
建築指導関係業務
に係る外部委託

　既存建物に関する建築行政
上必要となる各種情報の電子
化の促進による効率的な情報
管理を図るため、国レベルに
おいて検討されている全国統
一的システムの開発等の動向
も視野に入れ、外部委託の活
用等、関連データの入力作業
等を行います。

平成２７年度 ○
都市計画部
建築指導課

41
設計業務委託に係
る外部委託の拡大

　効率的な事務の執行を図る
ため、設計業務委託の拡大を
行うとともに、一定規模以上
の監督業務の委託に向けて取
組を進めます。

平成２７年度 ○
建設部
営繕課

取組結果

　建築物に係る各種情報の電子化を継続的
に推進し、建築計画概要書については全体
の約７８％の電子化が終了しました。

　平成２５年１０月３０日の株主総会で解
散及び清算の決議を行い、平成２６年２月
２８日に清算が結了しました。

　健康福祉部における個々の窓口業務を住
民本位の行政サービスの提供の視点に立っ
て、民間委託に適したものかを判断するた
め、平成２５年度に電話・窓口応対状況調
べを実施し、窓口業務委託対象の洗い出し
作業を行いました。
　その結果、健康福祉部では、単純な窓口
業務よりも相談業務のウェイトが高く、相
談内容も各課で異なっているため、部とし
て統一的に窓口業務委託を実施することは
難しいと判断しました。
　今後は、健康福祉部各課又は業務ごとに
窓口業務委託の可能性について検討してい
くとともに、平成２７年度からの新たな生
活困窮者支援制度の開始も見据え、包括的
な相談支援としての総合窓口の設置に向け
て検討を進めていきます。

　おおむね全工事の設計業務の委託を行い
ました。
　また、工事監理業務については、試行的
に１件(産業・スポーツセンター建築工事
監理業務）の委託を行う予定でしたが、建
築工事の入札が不調となったため実施に至
りませんでした。

　会社の清算も視野に入れた取
組を行います。

　窓口業務案内、申請書等の受
付等窓口業務の一部委託に向け
た取組を行います。

取組目標

　設計業務の外部委託の拡大及
び監督業務の委託に向けた調
査、検討を進めます。

　建築物に係る各種情報の電子
化に向けた取組を進めます。
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整理
番号

取組項目名 取組概要 目標年度 点検 所管部課名

42
測量、設計業務等
に係る外部委託の
推進

　効率的な事務の執行を図る
ため、設計業務委託等に係る
外部委託に向けた取組を推進
するとともに、技術職員の育
成を図り、業務内容や業務量
等の変化に柔軟に対応できる
効率的な執行体制を両立しま
す。

平成２７年度 ○

建設部
建設整備課
津北工事事務所
津南工事事務所

43
建設事業支援業務
に係る業務委託の
推進

　業務の効率化を図るため、
下水道建設事業に係る積算業
務、部分的な図面修正業務、
工事監督支援業務等、建設事
業に係る業務の一部につい
て、業務委託を行います。

平成２７年度 ○
下水道部
下水道建設課

44

榊原自然の森温泉
保養館「湯の瀬」
への民間活力の導
入

　榊原自然の森温泉保養館
「湯の瀬」の効率的・効果的
な運営を図るため、榊原温泉
郷地域活性化検討会の開催
等、榊原温泉全体の活性化を
含めた検討を進め、当該施設
へ民間活力を導入します。

平成２７年度 ◎
久居総合支所
地域振興課

45
とことめの里一志
の管理運営方法の
見直し

　住民サービスの向上及び経
費縮減を図るため、とことめ
の里一志の管理運営方法を見
直します。

平成２７年度 ○
一志総合支所
地域振興課

　経費縮減を図るため、一部業務の業者委
託を目指し、効率的な委託範囲の特定作業
を進めました。

　指定管理者制度の導入を目指していまし
たが、施設の老朽化による大規模改修が必
要なことから、榊原温泉の活性化を含め、
業務委託による民間活力の導入について検
討しました。
　その結果、市民サービスの向上及び経費
縮減を図るため、平成２５年１０月から、
フロント等業務について民間への一部業務
委託を実施しました。

取組結果

　推進工法での施工に係る工事費の積算業
務、工事施工に係る図面作成業務、夜間工
事等に際しての工事監督支援業務及び翌年
度の工事費の積算の基礎となる積算単価の
作成業務について、外部委託を実施しまし
た。
　補助的業務の委託により、下水道整備に
係る計画や設計等の業務時間を確保し、効
率的に事業が推進できるよう取組を進めま
した。

　測量、設計業務については、道路新設改
良事業において、図面作成業務の外部委託
（１２件、１６，３９６千円）を実施しま
した。
　また、監督業務については、平成２６年
度に監理業務委託の実施に向けて協議、調
整を進めました。
　津北工事事務所においては、道路維持工
事等における設計業務のうち、６０件（３
０，８０６千円）の外部委託を実施しまし
た。
　津南工事事務所においては、道路維持工
事等における設計業務のうち、３９件
（９，１７３千円）の外部委託を実施しま
した。

　とことめの里一志への民間活
力の導入も含め、管理運営方法
を見直します。

　榊原自然の森温泉保養館「湯
の瀬」に指定管理者制度あるい
は業務委託等の民間活力を導入
します。

　積算、監督業務等について、
業務内容の分析に基づき効率化
が見込まれる部分を抽出し、効
果的な外部委託を行います。

　測量、設計等の外部委託を推
進するとともに、監督業務及び
積算業務について、外部委託へ
向けて調査研究を進めます。

取組目標
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整理
番号

取組項目名 取組概要 目標年度 点検 所管部課名

46
レークサイド君ケ
野の管理運営方法
の見直し

　住民サービスの向上及び経
費縮減を図るため、レークサ
イド君ケ野の管理運営方法を
見直します。

平成２７年度 ○
美杉総合支所
地域振興課

(3)　定員管理の在り方

整理
番号

取組項目名 取組概要 目標年度 点検 所管部課名

47
再任用職員等の活
用

　行政需要の増加に対応する
ため、退職者のノウハウの活
用等の観点から、再任用短時
間勤務職員の活用を行いま
す。
　また、一時的な業務の増減
等に柔軟に対応するため、任
期付勤務職員等の多様な任用
制度の活用を行います。

平成２５年度
～

平成２７年度
○

総務部
人事課

48 定員管理の適正化

　長期的な視点に立った採
用・退職管理により、職員構
成のバランスを考えた定員適
正化計画の下、職員数２，５
００人体制を基本とし、新た
な行政需要への対応や必要度
及び重要度の高い部門への人
員配置を行うため、事務事業
及び組織の見直し、民間の活
用等により、行政需要の変化
に対応したメリハリのある人
事配置（定員管理）を行いま
す。

平成２５年度
～

平成２７年度
○

総務部
人事課

49
給与の適正化（特
別職給）

　常勤の特別職（市長等）の
給与については、津市特別職
報酬等審議会の意見を踏まえ
るとともに、他市の状況等も
見据えつつ、引き続き給与の
適正化を図ります。

平成２５年度
～

平成２７年度
○

総務部
人事課

　売店運営を委託販売に改めるとともに,
宿泊以外の入浴を取りやめる等、経費の削
減に努め、賄材料比率の縮減に取り組みま
した。

取組結果

　前年度に引き続き市長等の給料に対して
減額措置を行いました。
　また、津市特別職報酬等審議会を開催す
ることで第三者機関の意見を取り入れ、特
別職の給料及び報酬の適正化の取組を続け
る中、平成２５年度は、特別職給を取り巻
く状況に特段の変化が無かったことから、
当審議会は開催しませんでした。

　平成２５年度において職員数２，５００
人体制を実現したことから、平成２６年４
月１日付け新規採用にあっては、職員全体
の年齢構成を見据えつつ、専門職における
技術の伝承等を考慮し、１２職種１０８人
の採用を行いました。
　また、新たな行政課題等への対応のため
の増員及び行財政改革の一層の推進や業務
執行体制の見直しによる減員を行い、行政
需要の変化に対応したメリハリのある人事
配置を行いました。

　本市退職者が有する知識や経験を事務事
業の円滑な遂行に生かす観点から、再任用
短時間勤務職員として活用を図り、平成２
６年４月１日付けで新たに３９人を配置し
ました。
　また、育児休業をしている職員の代替と
なる任期付職員１５人を採用しました。

取組結果

　津市特別職報酬等審議会の意
見を踏まえつつ、厳しい財政状
況や社会経済情勢等を鑑み、給
与の適正化を図ります。

　職員数２,５００人体制を基
本としながら、職種別及び年齢
別の職員構成のバランスを長期
的な視点で見据えた正規職員の
採用を行います。

　一定期間の業務等に対して、
多様な任用制度を活用し、職員
数２，５００人体制を基本とし
て時間外勤務の削減を行いま
す。

取組目標

　レークサイド君ケ野への民間
活力の導入も含め、管理運営方
法を見直します。

取組目標
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取組項目名 取組概要 目標年度 点検 所管部課名

50
給与の適正化（一
般職給）

　職員の給与については、民
間給与の動向を反映した国等
の給与制度の動向等も見据
え、本市の財政状況も踏まえ
つつ、給与の適正化を図りま
す。
　また、社会情勢の変化や職
場環境の改善等に応じた特殊
勤務手当の一層の縮減等によ
る人件費の抑制に努めます。

平成２５年度
～

平成２７年度
○

総務部
人事課

51 人材育成の推進

　平成２２年３月に策定した
「津市人材育成基本計画」を
踏まえ、本市の目指す職員像
を実現するため、また、職員
数２，５００人体制による住
民への質の高い行政サービス
の提供のため、専門的な知識
の習熟を図るとともに、公務
員としての基本的な資質の強
化も図りながら、職員全体の
資質向上を図ります。

平成２５年度
～

平成２７年度
○

総務部
人事課

52
人材評価制度の充
実

　課長級以上の職員に対する
人材評価制度の本格実施につ
いて、評価の平準化、組織力
の向上に資するための個人目
標の設定のための取組等を進
め、制度の完成度を高めま
す。
　また、担当主幹級以下の職
員に対して、試行的実施を行
いながら、その結果を勘案
し、人材育成による各課、各
担当等における組織力の更な
る向上を図り得る制度を構築
します。

平成２５年度
～

平成２７年度
○

総務部
人事課

取組結果

　平成２３年度から導入している課長級以
上の職員に対する人材評価制度について、
評価の平準化等を図る観点から、平成２５
年度においても、部次長級以上の職員を対
象に評価者研修を実施しました。
　また、担当主幹級以下の職員を対象とし
た人材評価制度については、試行的実施に
向けた検討を行うとともに、国や三重県、
関係市町の動向も注視しながら、平成２７
年度の制度構築に向けた取組を進めまし
た。

　平成２５年度からの新たな取組として、
市長自らが組織経営セミナーや階層別研修
において、「即答・即応し実現する市役
所」の実現に向けた取組意識の徹底を図る
ため、職員の「責務」・「姿勢」について
の講話及び市長との意見交換を実施しまし
た。
　また、専門的な法律知識やコミュニケー
ションの手法等を習得することにより、市
民満足度の向上及び課題解決を実現できる
法務能力や行政遂行能力の向上を図るため
の研修を行いました。

　前年度に引き続き調整担当主幹級以上の
管理職手当の削減（１０％以内）を行いま
した。
　職員の給与については、民間準拠方式の
人事院勧告を尊重した取扱いとしているこ
とから、平成２５年度においては、給与水
準について民間給与と均衡しているとして
月例給と期末・勤勉手当の改定のための勧
告が見送られたため、給与改定は実施しま
せんでした。

　人材育成による組織力の向上
を図り得るよう人材評価制度を
充実するとともに、担当主幹級
以下の職員に対しては、平成２
７年度には、当該制度を構築
し、人材育成を推進するととも
に、人事管理に適切に反映しま
す。

　各研修の内容及び実施方法を
常に見直しながら、専門知識の
更なる習熟及び服務等の基本的
な資質の強化に取り組み、職員
一人一人の職務遂行能力等を向
上します。

　民間給与の動向を反映した国
等の給与制度の動向等も見据
え、本市の財政状況も踏まえつ
つ、給与の適正化を図るととも
に、特殊勤務手当については、
廃止も含め見直します。

取組目標
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整理
番号

取組項目名 取組概要 目標年度 点検 所管部課名

53
救急救命士、水難
救助隊員及び高度
救助隊員の養成

　積極的な教育訓練を行い技
術の向上を図り、救急救命
士、水難救助隊員及び高度救
助隊員を養成します。

平成２７年度 ○
消防本部
警防室
救急課

(4)　健全な財政運営の在り方

整理
番号

取組項目名 取組概要 目標年度 点検 所管部課名

54
広報紙及びホーム
ページ等による広
告掲載の拡大

　広報津及び市ホームページ
等、さまざまな広報媒体を活
用した広告掲載の拡大に努め
ます。

平成２５年度
～

平成２７年度
○

政策財務部
広報課

55 財政状況の公表

　地方公共団体の財政の健全
化に関する法律に基づく、財
政の健全性を示す４つの比率
のほか、公会計制度改革によ
る４つの財務書類を作成する
など、財政状況について、広
報津や市ホームページ、ケー
ブルテレビ放送等のさまざま
な広報媒体を活用し、住民目
線に立った分かりやすい情報
提供を行います。

平成２５年度
～

平成２７年度
○

政策財務部
財政課

　救急救命士を養成するため、３人を救急
救命研修所へ派遣し、新たに３人が救急救
命士の資格を取得しました。
　また、「津市消防本部救助隊員の選考、
育成等に関する要綱」に基づく各研修を実
施し、高度救助隊員候補者６人、水難救助
隊員候補者２人を育成しました。

取組結果

　住民目線に立った分かりやすい財政状況
の公表に向け、当初予算、補正予算、決
算、健全化判断比率、資金不足比率、新地
方公会計制度に基づく財務書類４表につい
て、広報津、ホームページ、ケーブルテレ
ビによる公表を行いました。
　また、「各部局の当初予算概要」、「主
要な施策の実績報告書」などの資料も様式
等の工夫を行い、財政状況の公表に努めま
した。

　これまで広報津や津市ホームページのみ
で広告掲載事業者を募集していたものを、
平成２５年度から津市シティプロモーショ
ン情報FacebookページやＦＭラジオ、津市
行政情報番組などさまざまな広報媒体を活
用し、広く募集を行ったほか、広報津や津
市ホームページの内容を充実させるなど、
広告掲載事業者の継続的な確保・拡大に取
り組みました。

取組結果

　広報津及び市ホームページ等
への広告掲載事業者の継続的な
確保と拡大に向け、紙面等内容
を充実します。

取組目標

　救急救命士（現在６０人）、
水難救助隊員（現在１９人）及
び高度救助隊員（現在０人）を
３年間で新たに次のとおり２５
人以上養成します。

　救急救命士　　　９人以上
　水難救助隊員　　６人以上
　高度救助隊員　１０人以上

取組目標

　住民目線に立った分かりやす
い財政状況を公表します。

‐ 16 ‐



整理
番号

取組項目名 取組概要 目標年度 点検 所管部課名

56 補助金の適正化

　補助金に係る交付指針を踏
まえ、当初予算編成時をはじ
め、常に廃止、統合、縮減に
努めるよう周知を図りなが
ら、継続的に適正化への取組
に努めます。
　また、新規補助金について
も同指針に照らし、適正なも
のか判断します。

平成２５年度
～

平成２７年度
○

政策財務部
財政課

57
公共工事のコスト
縮減

　公共工事コスト縮減対策に
関する行動計画に基づき、直
接的な工事コストの低減、間
接的な時間的コスト低減、ラ
イフサイクルコスト低減、社
会的コスト低減を含めた公共
工事コストの縮減に努めま
す。

平成２５年度
～

平成２７年度
○

政策財務部
財政課

公共工事関係所管

58

枠内予算における
経常的経費の見直
し等による適正な
財政指標等の確保

　枠内予算の経常的経費の見
直し等、より一層の事業精査
を行い、経常収支比率の低下
に努めるほか、公債費負担比
率、健全化判断比率等の財政
指標及び基金残高、市債残高
が適正水準を確保できるよう
総合計画と連動した財政計画
を踏まえた健全な財政運営に
努めます。

平成２５年度
～

平成２７年度
△

政策財務部
財政課

取組結果

　枠配分予算編成については、その趣旨
（各事業所管の権限及び責任のもと、事業
の優先度、事業効果などを見極めた効率的
な予算編成）を踏まえ、各事業所管とのヒ
アリング・協議等を行いながら、経常的経
費の見直しに取り組みました。
　当初予算編成の過程において、枠内予算
の一部の予算を抽出し、政策協議を実施
し、経常的経費についても見直しを行いま
した。
　目標数値につきましては社会保障関係経
費の伸びによる扶助費、繰出金の増などに
より、達成することはできませんでした
が、目標数値の基本となる、経常経費（物
件費、維持補修費、人件費等）の縮減、抑
制に努め、引き続き取組を進めていきま
す。

　平成２５年度　経常収支比率　  90.7％
　　　　　　　　公債費負担比率　14.7％

　平成１９年度に策定、平成２２年に一部
変更した「津市公共コスト縮減対策に関す
る行動計画」に基づき、直接的コスト縮減
対策として工事コストの低減を、間接的コ
ストの縮減対策として時間的コストの低減
及び長期的コストの低減に努めました。
　また、数値目標として、平成１９年度の
工事コストと比較して２０％の総合コスト
を縮減することを目標に、全庁的な説明会
を開催し、経費節減についての確認を行い
ました。

　各事業所管に対し、平成19年度に策定し
た補助金に係る交付指針を踏まえ、当初予
算編成時をはじめ常に、廃止、統合、縮減
に努めるように周知を図りながら、継続的
に適正化への取組に努めました。

　中期実施計画における取組を
踏まえ、財政水準の適正化を図
ります。

　経常収支比率
　　９０．０％以下
　公債費負担比率
　　１５．０％以下

　公共工事コスト縮減対策に関
する行動計画に基づき、公共工
事のコスト縮減を継続して行い
ます。

取組目標

　補助金に係る交付指針に基づ
き、その都度、必要性、適確性
を検証し、継続的に適正化に取
り組みます。
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整理
番号

取組項目名 取組概要 目標年度 点検 所管部課名

59 市税収納率の向上

　「津市納税催告センター」
を活用し、現年度未納分の早
期納付と口座振替の推奨を行
います。
　また、市税納付の公平性を
堅持するため厳正な滞納処分
を行うとともに、三重地方税
管理回収機構の活用や三重県
との連携を行います。

平成２５年度
～

平成２７年度
○

政策財務部
収税課

60
公用車、庁舎施設
等への有料広告掲
載の拡大

　公用車、庁舎施設等への広
告掲載を拡大し、歳入の確保
に努めます。

平成２７年度 ○
政策財務部
財産管理課

61
公有財産等の売却
等

　公有財産等の有効活用はも
とより、公有財産等の売却に
ついて、民間事業者が実施す
るインターネットによる公有
財産売却の競争入札システム
へ参加し、効率的な売却によ
る歳入確保に努める等、公有
財産等の売却等を行います。

平成２７年度 ○
政策財務部
財産管理課

62
使用料・手数料の
見直し

　公共施設の使用料について
は、受益者負担の重要性に鑑
み、当該施設についての行政
コスト計算等を基に見直しま
す。

平成２５年度
～

平成２７年度
○

総務部
行政経営課

取組結果

　現年度の滞納を減らすため、納税催告セ
ンターによる電話催告を行うとともに、文
書による催告や納税相談を行いました。
  また、滞納繰越分については、文書催告
や財産調査を行い、有効な財産等を発見し
た時は差押を執行し、公平・公正な徴収に
努めました。

　平成２５年度収納率
　　現年度分　　　９８．８％
　　滞納繰越分　　２５．１％

　使用料、手数料については、原則として
３年に１度のサイクルで検討・見直しを行
うこととしています。（手数料について
は、平成２４年度において、各所管課にお
ける検討を実施済）
　また、公共施設の使用料については、平
成２４年度の体育館等の使用料の統一等、
段階的に取組を進めるとともに、平成２５
年度については、消費税等の税率変更を踏
まえ検討を行い、現行の料金を維持するこ
ととしました。

　平成２５年度は、５回（延べ８物件）の
入札を実施し、うち２物件を売却しまし
た。

　平成２５年度は、本庁舎壁面地図広告の
更新に伴う公募を実施し、新たに競争原理
を取り入れ、平成２４年度に対して、約８
倍の歳入効果を得ることができました。

　公共施設の使用料について、
行政コスト計算等を基に見直し
ます。

　民間事業者が実施する公有財
産等の競争入札システムへ参加
し、入札に付す件数を過去３年
間の実積数である８件から、１
５件以上に拡大します。

　公用車、庁舎壁面、庁舎設備
等への有料広告掲載を行いま
す。

取組目標

　市税について、中期実施計画
における取組を踏まえ、収納率
の向上を図ります。

市税収納率
　現年度分　　９８．７％以上
　滞納繰越分  ２３．０％以上
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整理
番号

取組項目名 取組概要 目標年度 点検 所管部課名

63
福祉資金貸付金の
回収率の向上

　滞納者への納付指導を行
い、新規納付誓約及び納付誓
約者の納付額のアップ、納付
誓約不履行者へ納付の再開を
求め、不納欠損を最小限にと
どめ滞納の解消に取り組みま
す。

平成２５年度
～

平成２７年度
△

市民部
地域調整室

64
運動施設の使用料
等の見直し

　施設使用料については、受
益者負担の重要性に鑑み、コ
スト分析等を行い適正料金に
向けた設定を行います。

平成２６年度
～

平成２７年度
○

スポーツ文化振興部
スポーツ振興課

65
文化ホールの使用
料等の見直し

　文化ホールの使用料等につ
いては、受益者負担の重要性
に鑑み、コスト分析等を行い
見直しを行います。

平成２７年度 ○
スポーツ文化振興部
文化振興課

66
保育料の収納率の
向上

　保育所、各総合支所と滞納
情報を共有し、収納率の向上
に取り組むとともに、新たな
滞納を防ぐため、早期の納付
指導等を行います。
　また、滞納額の一層の縮減
を図るため、特別滞納整理推
進室と連携して、滞納処分等
を実施します。

平成２５年度
～

平成２７年度
△

健康福祉部
子育て推進課

取組結果

　今後供用開始予定の津市産業・スポーツ
センターの使用料設定に伴い、他既存施設
の適正な使用料設定について指定管理者制
度への移行に伴う利用料金制（承認料金
制）導入の検討を進めました。

　滞納者に対する納付指導をはじめ、督促
状の送付（２月及び９月の２回）などによ
り収納率の向上に努めました。また、納付
誓約者に対する納付額の増加や納付誓約不
履行者に対する納付の再開などの指導を行
いました。
　これらの指導等の結果、新たに５件の納
付誓約書が提出されました。

　平成２５年度収納率
　　滞納繰越分　　　２．７％

　各保育所長や各総合支所との滞納情報の
共有を図り、連携して在園中における保育
園での納付指導を強化するとともに、児童
手当からの徴収、電話催告センターからの
早期納付勧奨に努めました。
　また、滞納繰越分についても、債権差押
えなどの滞納処分を行ったほか、特別滞納
整理推進室へ一部の債権を移管し、同室と
の連携を深めながら納付指導に取り組みま
した。

　平成２５年度収納率
　　現年度分　　　９８．４％
　　滞納繰越分　　２１．６％

　文化ホール等管理・企画運営手法調査に
おいて、各ホールの実態を踏まえた使用料
の見直しを図るための施設使用料の比較や
設備器具の使用に係る調査を実施しまし
た。

　保育料について、中期実施計
画における取組を踏まえ、収納
率の向上を図ります。

保育料収納率
　現年度分　　９８．７％以上
　滞納繰越分  １７．０％以上

　文化ホールの使用料等を見直
します。

取組目標

　運動施設の使用料等を見直し
ます。
　なお、屋内総合スポーツ施設
については、適正な使用料を設
定します。

　福祉資金貸付金について、中
期実施計画における取組を踏ま
え、回収率の向上を図ります。

福祉資金貸付金回収率
　滞納繰越分　３．８％以上
　（現年度分は対象なし）
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取組項目名 取組概要 目標年度 点検 所管部課名

67
介護保険料の収納
率の向上

　６５歳到達者等の特別徴収
切替前の保険料に滞納のある
者に対して、総合支所との連
携の下、重点的な納付指導を
行います。さらに、要介護認
定申請者で滞納のある者に対
し、保険給付の制限措置を実
施する旨を周知するなど、納
付指導等を行います。
　また、滞納額の一層の縮減
を図るため、特別滞納整理推
進室と連携して、滞納処分等
を実施します。

平成２５年度
～

平成２７年度
○

健康福祉部
介護保険課

68
国民健康保険料の
収納率の向上

　納付忘れの防止等、滞納額
の累積防止を図るため、電話
催告センターによる早めの納
付勧奨を行います。
　加えて、催告書の送付に
伴った納付指導や被保険者資
格証明書、短期被保険者証等
の交付時での納付指導を行い
ます。
　また、滞納額の一層の縮減
を図るため、特別滞納整理推
進室と連携して、滞納処分等
を実施します。

平成２５年度
～

平成２７年度
△

健康福祉部
保険医療助成課

取組結果

　督促状や催告書を送付することで自主納
付を促すほか、電話催告センターによる早
期納付勧奨を行い、滞納額が累積しないよ
う努めました。
　また、被保険者資格証明書、短期被保険
者証を活用した納付指導や年４回休日窓口
を開設し、納付や納付相談の機会を増やし
ました。
　債権回収に関しては、研修を通じて差押
え等の体制を整え、さらに特別滞納整理推
進室と連携することで一層の徴収強化、滞
納額の縮減に努めました。

　平成２５年度収納率
　　現年度分　　　８９．９％
　　滞納繰越分　　２１．７％

　年３回の催告書等の発送に合わせて、総
合支所と連携のもと、休日等における納付
指導を実施しました。
　また、平成２５年度からは、電話催告セ
ンターによる早期納付勧奨を行い、初期未
納者への周知に努めました。
　さらに、滞納者に対する給付制限の実施
や特別滞納整理推進室へ債権を移管するな
ど、連携して納付指導に取り組みました。

　平成２５年度収納率
　　現年度分　　　９８．９％
　　滞納繰越分　　２８．０％

　国民健康保険料について、中
期実施計画における取組を踏ま
え、収納率の向上を図ります。
　
国民健康保険料収納率
　現年度分　　９０．０％以上
　滞納繰越分  １７．０％以上

取組目標

　介護保険料について、中期実
施計画における取組を踏まえ、
収納率の向上を図ります。

介護保険料収納率
　現年度分　　９８．９％以上
　滞納繰越分  １８．７％以上
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取組項目名 取組概要 目標年度 点検 所管部課名

69
後期高齢者医療保
険料の収納率の向
上

　督促状、催告書等を通じ自
主納付を促すほか、納付相談
による納付勧奨を行います。
　また、差押等の法的な処分
等を行うほか、特別滞納整理
推進室への債権移管をすると
ともに、より一層の徴収強化
に取り組みます。

平成２５年度
～

平成２７年度
○

健康福祉部
保険医療助成課

70
農業集落排水施設
使用料の収納率の
向上

　滞納整理月間の設定を行
い、総合支所との連携を図る
とともに、電話督促や戸別訪
問等による取組を強化しま
す。

平成２５年度
～

平成２７年度
△

下水道部
下水道政策課

71
均衡ある市営住宅
家賃への見直し

　適正で均衡ある公営住宅の
家賃設定とするため、合併前
において定額であった旧芸濃
町、旧美里村、旧一志町の公
営住宅について負担調整を図
りつつ公営住宅法に基づく応
能応益制度に統一し、段階的
な家賃改定を行います。

平成２６年度 ○
建設部
市営住宅課

　負担調整措置に基づき、平成２５年度に
ついても計画どおり段階的な家賃改定を実
施しました。
　その結果、平成２６年度には合併時に定
額であった家賃について、適正で均衡ある
家賃とする予定です。

　滞納者に対して督促状を発送するととも
に、総合支所と連携を図りながら、電話督
促、夜間訪問徴収などを行い、収納率の向
上に努めました。
　現年度分使用料については、新たな滞納
を生じさせないよう滞納原因に応じて納付
方法を指導するとともに、会計年度末を現
年度の滞納整理強化期間と位置づけ、徴収
に努めました。
　滞納繰越分使用料については、滞納者へ
の地道な説明を継続して、徴収に努めまし
た。

　平成２５年度収納率
　　現年度分　　　９８．３％
　　滞納繰越分　　３６．５％

取組結果

　督促状や催告書を送付することで自主納
付を促すほか、電話催告センターによる早
期納付勧奨を行い、滞納額が累積しないよ
う努めました。
　また、短期被保険者証を活用した納付指
導や年４回休日窓口を開設し、納付や納付
相談の機会を増やしました。
　債権回収に関しては、研修を通じて差押
え等の体制を整え、さらに特別滞納整理推
進室と連携することで一層の徴収強化、滞
納額の縮減に努めました。

　平成２５年度収納率
　　現年度分　　　９９．４％
　　滞納繰越分　　５４．４％

　段階的な家賃改定を行いま
す。
　
段階的な家賃改定
　負担調整率　１００％

　農業集落排水事業施設使用料
について、中期実施計画におけ
る取組を踏まえ、収納率の向上
を図ります。

農業集落排水事業施設使用料
収納率
　現年度分　　９８．４％以上
　滞納繰越分  ４５．８％以上

取組目標

　後期高齢者医療保険料につい
て、収納率の向上を図ります。

後期高齢者医療保険料収納率
　現年度分　　９９．４％以上
　滞納繰越分  ４７．０％以上
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整理
番号

取組項目名 取組概要 目標年度 点検 所管部課名

72
市営住宅家賃の収
納率の向上

　滞納者への督促等、滞納整
理に係る取組をマニュアル化
し、一層の収納率向上を図
り、不納欠損を最小限にとど
め滞納の解消に取り組みま
す。
　また、明渡し訴訟等の法的
措置等を行います。

平成２５年度
～

平成２７年度
△

建設部
市営住宅課

73
住宅新築資金等貸
付金の回収率の向
上

　住宅新築資金等貸付金の回
収については、一層の収納率
向上を図り、不納欠損を最小
限にとどめ滞納の解消に取り
組みます。
　特に過年度滞納金等につい
ては、法的措置等を行いま
す。

平成２５年度
～

平成２７年度
△

建設部
市営住宅課

74
下水道使用料等の
収納率の向上

　使用者における公平負担の
観点から、納期内納付を推進
するとともに、納付指導業務
の強化を行います。

平成２５年度
～

平成２７年度
△

下水道部
下水道政策課

　下水道使用料の徴収については、平成１
９年８月から上下水道料金の収納業務を民
間に委託し、水道局との連携による取組を
推進しました。

　平成２５年度収納率
　　現年度分　　　９７．２％
　　滞納繰越分　　２６．３％

　回収率向上を図るため、督促状及び催告
書の送付、夜間徴収、滞納者への来庁要
請、保証人への納付協力要請等を行いまし
た。
　また、滞納者に対しては、貸付金の弁済
に係る訴訟を提起するなど貸付金の回収に
努めました。
　この結果、分納誓約書の提出、滞納分の
一括返済等、納付に向けた改善が見られま
した。
　また、現年度分の貸付金償還者について
は、支払方法の口座振替への変更や、納付
忘れへの指導など、滞納を生じさせない納
付指導を行いました。

　平成２５年度収納率
　　現年度分　　　６８．１％
　　滞納繰越分　　　５．０％

　収納率向上を図るため、督促状及び催告
書を送付し、電話や夜間の臨戸訪問による
納付指導、滞納者への来庁要請を行うとと
もに、連帯保証人にも納付協力要請を行い
ました。
　また、住宅の明渡し及び滞納家賃等の支
払を求める訴訟を２件提起するなど、滞納
繰越分の収納率向上に努めました。

　平成２５年度収納率
　　現年度分　　　８９．１％
　　滞納繰越分　　　４．８％

取組結果

　下水道使用料について、中期
実施計画における取組を踏ま
え、収納率の向上を図ります。
　
下水道使用料収納率
　現年度分　　９８．２％以上
　滞納繰越分  ２６．８％以上

　住宅新築資金等貸付金につい
て、中期実施計画における取組
を踏まえ、回収率の向上を図り
ます。
　
住宅新築資金等貸付金回収率
　現年度分　　７４．０％以上
　滞納繰越分    ３．７％以上

取組目標

　市営住宅家賃について、中期
実施計画における取組を踏ま
え、収納率の向上を図ります。
　
市営住宅家賃収納率
　現年度分　　８８．０％以上
　滞納繰越分    ５．３％以上
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整理
番号

取組項目名 取組概要 目標年度 点検 所管部課名

75
下水道受益者分担
金及び負担金の収
納率の向上

　受益者における公平負担の
観点から、納期内納付を推進
するとともに、納付指導業務
の強化を行います。

平成２５年度
～

平成２７年度
○

下水道部
下水道政策課

76 営業外収益の確保

　長引く景気低迷等により給
水収益が大幅に減尐する中、
新たな自主財源の確保に向
け、水道施設の有効活用によ
る広告料収入等、営業外収益
を確保します。

平成２７年度 ○
水道局
水道総務課

77 競争的資金の確保

　より高度な研究に取り組む
ため、文部科学省の科学研究
費助成金・補助金等の競争的
資金の確保に向け取組を行い
ます。

平成２５年度
～

平成２７年度
○

短期大学事務局
大学総務課

78
津市奨学金貸付金
の回収率の向上

　延滞期間の長期化及び不納
欠損の対応を避けるため、督
促状の送付や電話指導、戸別
訪問等を集中的に実施すると
ともに、滞納者については、
連帯保証人への返還を督促す
ることにより、回収強化を行
います。

平成２５年度
～

平成２７年度
△

教育委員会事務局
学校教育課

　対象者に対して、督促状の送付、電話指
導、戸別訪問等を計画的に実施しました。
　また、滞納者には、連帯保証人への返還
の督促を行いました。

　平成２５年度収納率
　　現年度分　　　７７．５％
　　滞納繰越分　　１６．１％

　平成２５年度科学研究費助成金・補助金
について、継続分も含め、５件が採択さ
れ、約４２０万円の助成を得ました。

　資産、施設等の抽出・整理を実施し、広
告料収入確保の方向性等について検討しま
した。
　その結果、「三重県屋外広告物条例」等
の規定により、公共の土地への屋外広告物
の設置が困難であることが判明したため、
今後は、他の方策による営業外収益の確保
について検討を進めます。

　督促状及び催告書の送付、休日等におけ
る納付指導に取り組みました。
　また、新たに特別滞納整理室への移管予
告書の送付により負担金等の徴収に努める
とともに、一部の債権を同室へ移管し、同
室との連携による滞納の縮減に取り組みま
した。

　平成２５年度収納率
　　現年度分　　　９５．７％
　　滞納繰越分　　３２．７％

取組結果

　津市奨学金貸付金について、
回収率の向上を図ります。

津市奨学金貸付金回収率
　現年度分　　９８．０％以上
　滞納繰越分  １５．８％以上

　文部科学省の科学研究費助成
金・補助金等の競争的資金の確
保に向け、研究内容の充実等に
取り組みます。

　水道施設等を活用した広告料
収入等、営業外収益の確保に取
り組みます。

取組目標

　下水道受益者分担金及び負担
金について、収納率の向上を図
ります。
　
下水道受益者分担金及び負担金
収納率
　現年度分　　９５．６％以上
　滞納繰越分  ２２．５％以上

‐ 23 ‐



(5)　電子自治体に向けた行政運営の在り方

整理
番号

取組項目名 取組概要 目標年度 点検 所管部課名

79
デジタル移動系防
災行政無線の整備

　本庁舎と各総合支所所管区
域における被災現場とのダイ
レクト通信等、非常時におけ
る全市域一体のスムーズな通
信体制を確保するため、電波
を中継する基地局設備及び通
信を行う移動局設備を市内各
所に設置し、全市的な通信環
境を実現するデジタル方式の
移動系通信システムを整備し
ます。

平成２５年度 ◎
危機管理部
危機管理課

80
効率的な基幹情報
システムの導入

　平成２８年度に予定する次
期の基幹情報システムの更新
に向け、全体最適化の視点に
立って、市全体の業務の内
容･処理方法を整理した上
で、システム機能の効率化を
行います。

平成２７年度 ○
総務部
情報企画課

81
テレビ会議システ
ムの導入

　テレビ会議システムを導入
し、職員の移動時間を削減し
ます。

平成２７年度 ○
総務部
情報企画課
行政経営課

取組結果

　テレビ会議システムの導入に向け検討を
行った結果、多額の経費が必要となること
等、費用対効果が得られないと判断し、よ
り安価で、同等の機能の発揮を図るため、
タブレット端末を活用したWEB会議システ
ムの導入を進めることとし、関係所管課を
対象に、デモを実施する等、検討を進めま
した。
　今後においては、WEB会議システムの平
成２６年度中の導入に向け、引き続き、検
討を進めます。

　次期基幹情報システム等を構成する６つ
のシステム群によるワーキンググループを
立ち上げ、現行システムの課題や要望の調
査及びヒアリングを実施し、次期システム
の機能要件の抽出作業を行いました。
　また、現在販売されているパッケージシ
ステムに近い仕様となるよう、必要な機能
を追加しつつ、過剰な機能や費用対効果が
薄いと思われる機能については、Excel機
能を活用するなどシステム外で実現可能な
代替策を検討し、機能の効率化と経費の適
正化に向けた検討を進めました。

　デジタル移動系防災行政無線の配備に当
たっては、避難所の見直しを反映したほ
か、消防本部や防災関係機関等との協議を
行いました。
　その結果、消防団への配備の見直しなど
により整備計画を変更し、３０６ヶ所に４
８９台を整備しました。
　今後は、通信訓練等の実施により通信体
制の充実を図っていきます。

　本庁舎と総合支所等、遠隔地
との会議を効率的に開催できる
テレビ会議システムを導入しま
す。

　基幹情報システム更新時にお
いては、更に機能の効率化及び
経費の適正化を図るため、業務
の内容や処理方法を分析し、情
報システムを再構築します。

　デジタル移動系防災行政無線
を３５３ヶ所（４８５台）に整
備します。

取組目標
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整理
番号

取組項目名 取組概要 目標年度 点検 所管部課名

82
高機能消防指令シ
ステムの更新

　消防救急無線のデジタル化
に合わせて、既存の指令シス
テムの機能に加え、ナビゲー
ション機能等を有するシステ
ムに更新します。

平成２７年度 ○
消防本部
通信指令課

83
高所監視カメラ等
の導入の検討

　指令業務の迅速性、的確性
が求められることから、高所
監視カメラの設置により、活
動現場の映像等を配信し、関
係所管と情報を共有するシス
テムの導入を検討します。

平成２７年度 ○
消防本部
通信指令課

84
会計事務、契約事
務の電子化

　会計事務及び契約事務に係
る一層の事務の効率化を図る
ため、次期財務会計システム
更新に向け、事務の内容や処
理方法を関係部署と検証し、
システム（電子決裁機能）と
の関連を整理した上で、電子
化に向けた取組を行います。

平成２７年度 ○

会計管理室

総務部
調達契約課

85
図書館サービスの
向上

　多様な住民ニーズに応えら
れるよう、図書館情報システ
ムの更新に合わせ、市ホーム
ページを利用したサービスを
増大する等、図書館サービス
の向上を図ります。

平成２７年度 ◎
教育委員会事務局
津図書館

　平成２５年１２月に実施した、図書館情
報システムの更改に際して、新たにホーム
ページをリニューアルし、利用者がホーム
ページにアクセスすることにより、自らの
貸出情報の取得や貸出の延長、貸出予約の
依頼ができるよう改善しました。
　その結果、図書館サービスの向上が図ら
れるとともに、これまで電話応対を余儀な
くされた、当該図書館サービスに係る業務
が軽減され、他の図書館サービス業務の向
上に寄与しています。

　先進地事例である浜松市の電子決裁シス
テム（パッケージソフト）について、本市
の事務処理方法に対応可能であるか検証す
るとともに、四日市市（オリジナルソフ
ト）を視察し、その処理方法がどれほど効
果的なものか、また、本市の事務の流れに
対応できるシステムであるか等の検証を行
いました。

　高所監視カメラ等の導入については、高
機能消防指令システムの更新とともに整備
を進めており、平成２６年度末までにはシ
ステムを稼働し、運用を開始します。

　当該事業は、平成２５年８月１２日に仮
契約を締結し、津市議会の議決を経て、同
年９月２６日の議決をもって本契約となり
ました。
　平成２６年度末までには事業が完了し、
新たなシステムのもとで消防救急デジタル
無線、高機能消防指令センターの運用を開
始します。

取組目標 取組結果

　市ホームページ上からの貸出
延長サービスの導入等、市ホー
ムページを利用したサービス等
を増大します。

　次期財務会計システムの更新
時に向け、事務の見える化等を
通じて、事務処理方法等の検証
やシステムとの関連の整理等を
行い、会計事務及び契約事務を
電子化します。

　関係所管と情報を共有するシ
ステムとして、１１９番通報の
受信に合わせ、通報地点や活動
現場の映像が表示できるよう、
高所監視カメラ等の導入を検討
します。

　多機能で消防事務の効率化が
できるよう、高機能消防指令シ
ステムを更新します。
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(6)　その他本市の行財政改革の推進に関する重要事項

整理
番号

取組項目名 取組概要 目標年度 点検 所管部課名

86

住民自らが本市を
アピールできるシ
ティプロモーショ
ンの展開

　トップセールス等を中心と
した情報発信をはじめ、県や
近隣市町、企業等との連携や
首都圏におけるネットワーク
を活かしたシティプロモー
ションを推進し、住民自らが
本市の魅力を感じ、誇りを
持って津市をアピールできる
環境づくりを行います。

平成２５年度
～

平成２７年度
○

政策財務部
広報課

87
組織風土改革モデ
ル部門の取組拡充

　職員が、自らの組織や職場
を尐しでも良く変えたいとい
う想いを共有、実践し、職場
改善活動を推進するため、モ
デル部門の取組を継続的に展
開、拡充していきます。

平成２５年度
～

平成２７年度
○

総務部
行政経営課

取組結果

　毎年２部門をモデル部門とし
て位置付け、取組拡充等による
組織風土改革を行います。

　住民自らが本市の魅力を感
じ、誇りを持って津市をアピー
ルできるシティプロモーション
を展開します。

取組目標

　平成２５年度は、教育委員会事務局（幼
稚園）及び総合支所をモデル部門と位置付
け、職員の内発的動機の発揮による実践的
な職場改善の推進をめざして、年間を通じ
て、職員による意見交換を行いました。
　また、組織の活性化等をテーマとする研
修会等にモデル部門職員を派遣し、職員の
一層の改善意識の高揚等に取り組みまし
た。
　年度末には、組織風土改革取組事例報告
会を開催し、当該取組による成果や職員の
気づきを広く組織全体で共有し、改革意識
の組織内への浸透を図りました。

　津市シティプロモーション情報Facebook
ページ、スマートフォン版津市ホームペー
ジ、津市公式アプリなど、新たな広報媒体
による情報提供を開始しました。
　また、三重県の首都圏営業拠点「三重テ
ラス」で毎月１回「つディ」が開催される
際には、市民・企業が自ら情報発信する場
をサポートしました。
　昨年夏に美杉地域で撮影が行われた映画
「WOOD JOB！(ウッジョブ！)～神去なあな
あ日常～」の公開を津市を全国へPRする絶
好の機会と捉え、三重県と連携し、県政だ
よりみえと広報津のタイアップ企画やロケ
地マップの作成、JR山手線ラッピング広告
による首都圏でのPRなどを行い、全国へ向
けたシティプロモーションを行いました。
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整理
番号

取組項目名 取組概要 目標年度 点検 所管部課名

88
コミュニケーショ
ン力の向上

　職場のコミュニケーション
力の向上を図るため、職員・
組織間での情報共有、良好な
人間関係、風通しの良い職場
環境づくりを目指して、朝会
や職場毎の定期ミーティング
等の継続的な実施、定着に取
り組みます。

平成２５年度
～

平成２７年度
○

総務部
行政経営課

89
ボートレース津に
おける収益の向上

　来場促進及び売上向上につ
いて、高グレードレースを積
極的に誘致し、日程、番組等
競技運営における魅力を向上
します。
　また、ファンサービス、新
規ファン層拡大のための来場
促進施策や、戦略的な広報・
宣伝活動を行います。
　さらに、場外発売委託及び
電話（インターネット）投票
売上の推進による商圏の拡大
や、外向発売所の更なる活用
等による場外受託発売の拡大
を行います。
　経営環境の変化に対応し
た、効率的でコンパクトな経
営体制を推進するとともに、
全国の施行者、関係団体と連
携して、運営・制度的経費の
軽減に努めます。

平成２５年度
～

平成２７年度
○

競艇事業部
競艇管理課

　一般会計への繰出しが可能に
なるよう収益向上に取り組みま
す。

　職場ごとの定期ミーティング
の定着、幹部職員と部下職員の
意見交換会等の取組により、職
員間の信頼関係を基盤とした組
織風土づくりを進めます。

　通常年間１８０日のレースの開催を平成
２５年度は１９２日間開催し、本場の来場
促進や売上向上を図るための高グレード
レースの積極的な誘致、SGチャレンジカッ
プ及び企画レースを開催しました。
　また、ファンサービス、新規ファン層拡
大のための広報・宣伝活動についても積極
的に実施しました。
　場外委託や電話投票は、広報やファン
サービスにより、大きく売上に影響するこ
とから、多様な方策で取組を推進していま
す。
　外向発売所は、年間約３６０日、早朝か
ら夜間まで、気軽に立ち寄ることができる
施設で他場のレースの発売ができ、その効
果は非常に大きく、一日平均で約１９００
万円の売上があることから、今後もこれら
の発売を推進していきます。
　また、レースのグレードによって、スタ
ンド棟を使用しての発売等も実施していま
す。
　当事業は収益事業であり、経費の節減や
収益内容に見合う運営形態への転換も進め
ながら、経営の安定化に努めました。

　各職場におけるコミュニケーション力の
強化をめざして、朝会、課長と語ろう３０
分、職場ごとの定期ミーティング等のコ
ミュニケーション機会の定着に取り組みま
した。
　特に、課等の組織運営目標の策定時期で
ある５月を「コミュニケーション力強化月
間」と位置付け、各課におけるこれらコ
ミュニケーションツールの積極的な活用を
推進し、職員間の信頼関係を基盤とした組
織風土づくりに取り組みました。

取組目標 取組結果
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整理
番号

取組項目名 取組概要 目標年度 点検 所管部課名

90
魅力ある短期大学
づくり

　尐子化の進行等、１８歳人
口の減尐が進む状況下におい
て、２年間で修了できる短期
大学としての強みを活かすた
め、カリキュラムの充実や就
職等のいわゆる「出口」に係
る学生支援に積極的に取り組
む等、魅力ある大学づくりを
行います。

平成２５年度
～

平成２７年度
○

短期大学事務局
大学総務課

91 地域貢献の推進

　市立短期大学としての責務
を果たし、その存在価値を一
層高めるため、地域連携講座
等を通じて、教育研究の成果
を地域に積極的に還元し、地
域との連携・地域への貢献を
推進する等、地域に開かれた
大学づくりを行います。
　また、政策研修等を通じ、
教育研究の成果を市政にも還
元する取組を行います。

平成２５年度
～

平成２７年度
○

短期大学事務局
大学総務課

　地域連携講座、オープンカ
レッジ、出前講座等による地域
との連携等や、政策研修、共同
研究等による市政との連携の強
化を行います。

　カリキュラムの充実や就職支
援の強化等、学生の満足度向上
等に向けた取組を行います。

　オープンカレッジ、地域連携講座及び出
前講座を開設し、市民への生涯学習機会の
提供を推進しました。
　また、市政の課題解決及び人材育成を目
的とした政策研修等を通じ、積極的に地域
との連携に取り組みました。
　さらに、地域連携サポーター制度による
学生のボランティア活動の支援や国の実施
する青尐年交流事業による国際交流事業へ
の参画及び学内への津市消防団学生機能別
団の発足など、学生の地域貢献について取
組を進めました。

　社会的なニーズにより適切に対応できる
よう、平成２７年度に予定しているカリ
キュラムの変更について、検討を開始しま
した。
　また、平成２４年度から実施している学
生就職支援に係る委託業務を充実し、教職
員と連携し全学的な支援の強化を推進しま
した。

取組目標 取組結果
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